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【トピックス】 
 

H26.6.26 
 

 労働基準部 賃金課 

 

最低賃金はどのようにして決められているのですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪労働局（局長 中沖剛）は、７月上旬開催予定の大阪地方最低

賃金審議会に対して、地域別（大阪府）最低賃金の改正についての諮

問を予定しており、これにより、特定（産業別）最低賃金を含めた本

年の大阪府における最低賃金の改正審議が本格的にスタートするこ

とになります。 
最低賃金制度は、労働者の賃金の最低額を保障するセーフティネッ

トとしての役割を果たしていますが、最低賃金制度をより一層皆さま

にご理解いただく為、最低賃金決定のあらましについて説明します。 
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【地域別（大阪では「大阪府最低賃金」のことです。）最低賃金の場合】 

 
地域別最低賃金を改正する場合、都道府県労働局長が、地方最低賃金審議会

（後記Ｑ２参照）に調査審議を求め（「諮問」といいます。）、その意見（「答申」

といいます。）を聴いて決定を行います。 
  決定後に官報公示（「決定の公示」といいます。）が行われると、その日か

ら３０日経過後又は指定の日に効力が発生します。 
 

        ■  最低賃金審議会の調査審議に基づく地域別最低賃金決定の仕組み

　都道府県労働局長が行う事項

　最低賃金審議会が行う事項

　労働者又は使用者が行う事項

　 (25.8.21)

（25.7.9）  （25.7.9）     (25.8.21) (25.9.6) (25.9.18)          (25.9.18)        (25.10.18)

(注１）

(注2) 　(　　)は、大阪労働局における昨年（平成25年）の日程

労働者又は使用者が異議を申し出る場合には、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を公示のあった日から15日以内(審
議会方式による場合)に都道府県労働局長に提出することにより行うこととされている。

諮

問

意
見
書
提
出
の
公
示

答

申
調 査 審 議

意
見
書
の
提
出

関
係
労
使
の

意
見
聴
取

答
申
要
旨
の
公
示

決

定

決

定

の

公

示

効

力

発

生

審
議
会
の
意
見

異
議
の
申
出

 
 
 
 
 
 
 
 

Q１：最低賃金は誰がどうやって決めているのですか？ 
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【特定（産業別）最低賃金の場合】 
   

特定（産業別）最低賃金を改正する場合、地域別とほぼ同様に決定されま

すが、大きく違う点は、あらかじめ関係労使からの改正決定の申出があった

ものについて、調査審議を行う前に都道府県労働局長が地方最低賃金審議会

に「決定等の必要性の有無」について意見を求め（諮問）、「必要性がある」

との意見（答申）があった場合に調査審議を行って決定を行います。 
 

　都道府県労働局長が行う事項

　最低賃金審議会が行う事項

　労働者又は使用者が行う事項

(注）
労働者又は使用者が異議を申し出る場合には、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を公示のあった日から15日以内(審議会方式による場
合)に都道府県労働局長に提出することにより行うこととされている。

                    ■  最低賃金審議会の調査審議に基づく産業別最低賃金決定の仕組み
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  最低賃金審議会は、厚生労働省に設置される中央最低賃金審議会と都道府

県労働局に設置される地方最低賃金審議会の２つがあります。 
  いずれの最低賃金審議会も、労働者を代表する委員、使用者を代表する委

員及び公益を代表する委員の３者で構成されており、最低賃金に関する重要事

項を調査審議します。 
委員は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命しますが、労働者を代表

する委員は関係労働組合からの推薦、使用者を代表する委員は関係使用者団体

からの推薦があった候補者の中から任命することとなっています。 
 

 
   

最低賃金についての諮問が行われると、意見書提出の公示が行われますので、

公示期間中に一般の労働者や使用者も地方最低賃金審議会に意見を提出する

ことができます。 
 

 

 

  地方最低賃金審議会から都道府県労働局長に対し答申が行われると、その

意見の要旨を公示し、関係する労働者や使用者からの異議申出を受け付け、異

議の申出があった場合には、改めて地方最低賃金審議会の意見を聴き、その上

で都道府県労働局長が決定（改定）することになります。 
 

大阪府では、いずれの公示も、大阪労働局の庁舎前の掲示板に掲示するとと

もに、大阪労働局のホームページ

（http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/） 
にも掲載しています。                     

  

Q２：最低賃金審議会とはどういうものですか？ 

Q４：最低賃金は最低賃金審議会の答申どおりに決定（改定）されるのです 
か？ 

Q３：最低賃金を決めるときに一般の労働者や使用者は意見を言うことがで 
きますか？ 
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  地域別最低賃金は、①労働者の生計費、②労働者の賃金、③通常の事業の賃

金支払能力の３つの要素を総合的に勘案して定めるものとされています。（最

低賃金法第９条） 
  また、平成２０年の最低賃金法の改正により、「労働者の生計費」を考慮す

るに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができ

るよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされました。 
  なお、特定（産業別）最低賃金は、その都道府県の地域別最低賃金を上回

るものでなければならないとされています。 
 

 
  地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金のどちらも、地方最低賃金審議会

の中に最低賃金専門部会を設置し、当該専門部会で具体的な審議を行っていま

す。 
  審議に当たっては、最低賃金に関する実態調査結果や各種統計資料を基に

審議を行なっており、地域別最低賃金については中央最低賃金審議会から示

される地域別最低賃金額改定の目安（以下「中賃目安」といいます。）も考慮

して審議を行っています。 
 

 
  中央最低賃金審議会では、昭和５３年から、地域別最低賃金の全国的整合性

を図るため、毎年、４７都道府県をＡからＤの４つのランクに分け、地域別最

低賃金額改定の目安の金額を提示しており、地方最低賃金審議会では、これを

審議の参考としています。 
 

 
  最低賃金審議会の最低賃金の決定等のための審議資料とするために、地域、

産業、事業所規模、性、年齢階級、勤続年数、職種別に労働者の賃金分布を把

握し、労働者の賃金実態を明らかにするために、毎年、調査対象となる事業場

にご協力頂き、６月１日現在の賃金実態について調査を行っています。 
 

Q７：中賃目安とは何ですか？ 

Q６：最低賃金は具体的にどのように審議しているのですか？ 

Q５：最低賃金を決めるときの基準はあるのですか？ 

Q８：最低賃金に関する実態調査とはどんなものですか？ 



7 
 

 
  平成２５年の改定前は、大阪府最低賃金と生活保護水準との乖離額は８円あ

りましたが、平成２５年１０月１８日付けで中賃目安額と同じ１９円を引き上

げ、時間額を８１９円とすることで乖離を解消しました。 
 

 
  大阪府の地域最低賃金は、ほぼ毎年改定されています。 
   
 
     大阪府最低賃金額及び特定（産業別）最低賃金額の推移（グラフ） 
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大阪府最低賃金

塗料製造業

鉄鋼業

一般機械金属製造

関連産業

自動車・同附属品

製造業

自動車小売業

電気機械器具製造業

非鉄金属関連産業

各種商品小売業

 

Q１０：最低賃金は毎年改定されるのですか？ 

Q９：生活保護水準との乖離は解消されているのですか？ 
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  地域別最低賃金である大阪府最低賃金は、常用、臨時、パート、アルバイト、

嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、原則として大阪府内の産業で働くす

べての方に適用されます。 
したがって、高校生などの１８歳未満のアルバイトや６５歳以上の人も大阪

府最低賃金が適用されます。 

Q１１：高校生などの１８歳未満のアルバイトや６５歳以上の人でも最低賃 
金は適用されるのですか？ 
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  平成１９年に１９円の引上げが行われて以降、平成２３年を除き、２桁（１

４円～１７円）の引上げが行われています。平成１９年は成長力底上げ戦略推

進円卓会議における賃金の底上げに関する議論にも考慮した調査審議が行わ

れ、また、平成２０年以降は同年の最低賃金法の改正により「生活保護に係る

施策との整合性に配慮する」こととされたことにより、最低賃金と生活保護水

準との乖離の解消を図ってきたことによるものです。 
 

 
  最低賃金の発効日は審議の進捗状況によりますが、大阪地方最低賃金審議会

では、従来から慎重かつ十分な審議を行いながらも、早期発効を目指した集中

的な審議が行われてきました。 
その結果、昭和５３年以降、中賃目安の提示が遅れる等特別な事情のない限

り、９月３０日に発効となるよう決定しています。 
 

 
  改定された最低賃金のこと等をお知りになりたい場合は、大阪労働局のホー

ムページ 
（ http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saitei_chingin/saite

i.html） 
をご覧いただくか、大阪労働局賃金課（電話 06-6949-6502）又は最寄りの労

働基準監督署にお尋ねください。 
 

 
 
  最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には法違反となります。（法違反に

は罰則が規定されています。） 
また、最低賃金額に達してない部分については無効となり、その部分につい

ては最低賃金と同様の定めをしたものと見なされ、差額を支払わなければなり

ません。 
 

Q１５：最低賃金を守らなければどうなるのですか？ 

Q１４：改定された最低賃金を知るためにはどのような方法がありますか？ 
 

Q１２：このところ大阪府最低賃金の引上げ額が大きいのは何故ですか？ 
 

Q１３：大阪府最低賃金の発効日はどうして９月３０日となることが多いの 
ですか？ 

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html
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  厚生労働省では、最低賃金の引上げの影響が大きい中小企業を支援するため

に、平成２３年度から中小企業支援策（相談支援事業、団体助成金、業務改善

助成金）を実施しており、大阪労働局では、大阪府最低賃金総合相談支援セン

ター（委託先：大阪府社会保険労務士会（http://www.sr-osaka.jp/））を設置

し、経営改善に取り組む中小企業からの相談にワン・ストップで、かつ、無料

で対応しています。 
 

Q１６：最低賃金が引き上げられると中小企業等への影響が大きいのではな 
いですか？ 

http://www.sr-osaka.jp/
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大阪労働局労働基準部賃金課

悩んでおられませんか 　　（０６－６９４９－６５０２）

賃金制度の見直しはどうすれば・・・・？

　　生産方法や販売方法を改善したい・・・！

 ■ 経営課題と労務管理の相談をワン・ストップかつ無料で提供します

中小企業事業主向け

ワン・ストップ
相談のご案内無料

最低賃金の引上げによる影響を受ける中小企業事業主の皆様を支援するため、さまざまな 経
営面、労働面の課題を明らかにし、問題解決を支援するためのワン・ストップで無料の相談窓
口として、最低賃金総合相談支援センター、を設けております。
ぜひ、ご利用してください。まずは、相談窓口へ！ご相談の内容によっては、専門家の派遣

も行っております。

中小企業専門家派遣・相談等支援事業

中小企業事業主の皆様

相談 専門家派遣 専門家派遣

ワン・ストップ無料相談窓
（最低賃金総合相談支援センター）

●シンポジウムなどの開催

●経営と労務管理の専門家による無料相談

●専門家による個別課題の分析・検討

中小企業庁が

委託運営する

サイト （ミラサ

ポ）を通じた派

遣事業

連携

専門家の派遣も無料です！
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大阪府最低賃金総合相談支援センター

〒530-0043　大阪市北区天満2-1-30　

大阪府社会保険労務士会事務局内
 TEL　０６－４８００－８１８８
 FAX　０６－４８００－８１７７

     このほか、中小企業事業主の皆様を支援するため業務改善助成金(中小企業最低賃金
     引上げ支援対策費補助金)を設けております。

※  　

       
      　 　　　　 （大阪府内のみに本社、支店等を置いている事業主の方は対象となりません。）

                   ① 賃金改善計画

                  ② 業務改善計画

　  　

  　　　　　　　上記業務改善の経費の２分の1（下限５万円、上限100万円） 上記業務改善経費の２分の1（小規模事業者（※）は、４分の３）
※　 企業規模30人以下の事業場となります。

　業務改善助成金については、支給対象の事業場がある労働局にご相談ください。

滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山など44道府県（東京、神奈川、大阪を
除く）に、事業場を置く中小企業事業主

事業場内で最も低い時間給（800円未満）を、40円以上引き上げる計
画を作成し、計画を実施すること。

業務改善（賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増
進に資する設備・器具の導入、研修等）に係る計画を作成し、実施す
ること。

大阪府内に本社等があって、上記県に支店、工場、営業所などを置いている中小企
業事業主の方は、当該事業場については対象となります。

ワン・ストップ無料相談窓口はこちら

支 給 額

支給の要件

支給対象

● 労働条件管理に関する相談の例

① 賃金・退職金・労働時間制度の見直し
② 就業規則（賃金規定等）の改正
③ 高齢者雇用
④ 人材育成
⑤ 労働安全衛生対策
⑥ 業務改善助成金などの厚労省

関係支援制度などのご案内

● 経営課題に関する相談の例

① 販路開拓
② 新規事業
③ 技術指導
④ 資金調達
⑤ マーケティング
⑥ IT活用による経営力強化
⑦ 支援制度のご案内など

業 務 改 善 助 成 金

※業務改善計画については、労働者から意見を聴取すること。

※業務改善措置は交付決定後に実施したものに限られます。
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